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おわりに

はじめに

　近代租税国家の国際関係すなわち複数の租税管轄権が描きだす現実は「異

質性の世界」であり，国際租税問題の研究はその現実と調整のあり様の分析

と検討を課題とする。他方，いわゆるIT革命の進展にともなう電子商取引

き（e－commerce）はこの異質性を極限にまでいわば超越する「同質性の世界」

の典型である。

　技術とそれが成り立つ原理はいわばこの同質世界にありながら，相異なる

外的経済・社会環境条件との組合せによって一定の異なった構造的特質を描

く。本稿が問題とする電子商取引きを巡る国際的議論はまたその典型のひと

つである。本稿では電子商取引きの進展の現況を確認し，とりわけ消費課

税1Lヨーロッパ諸国にあっては付加価値税（VAT，　value　added　tax），アメ

リカ合衆国にあっては州・各級地方小売売上税，日本にあっては消費税，中

1）C2C取引きについては所得課税の問題もあるが，本稿ではこれを指摘するにとどめる。
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国にあっては増値税一を巡る国際的議論の経緯とその意味するところを明ら

かにし，さらに合衆国における小売売上税を巡る問題の解明を通して，当該

問題の現局面を詳らかにすることを課題としている。

第1章　電子商取引きの進展とその実態

【1．ネット社会の拡延】　国連報告四一Co溺耀r6θα掘Dθvε1ρρ〃28η’R印oπ

2004’2）が言うとおり，「情報通信技術（ICTs）は開発と経済発展を促進する

重要な潜在力である。それはイノベーションを促進し，生産性を向上させる。

それは取引費用を削減し，瞬時にしてグローバルな知識の宝庫の利用を可能

にする。ICTsは発展途上諸国にあっては，とりわけその中小企業において

雇用の促進と男女の性差の解消および生活水準の向上をもたらす。近年，

ICTs関連財及びサービスの国際取引きは総取引きより急速に増加し，幾つ

かの発展途上諸国はICTsの発展が生み出した機会を利用してその消費基盤

を拡大し，国際的なサプライ・チェーンへの参加を拡大した。しかし，すべ

ての国が利益を享受し，ICTsが各国の経済展望に現実的インパクトを与え

るようにするためには，国内的にも国際的にもその能力を確立し，そのため

の環境をいっそう整備することが必要となる」のである。

　世界のインターネット人口についてはこれまで2002年でほぼ6億人とされ

ており，2004年には7～9億人，2007年には15億人弱に達するものと予測さ

れてきた3）。

　インターネットの利用は，e一コマースそのものではないがその直接的物質

的土台である。国連報告書に拠れば，世界のインターネット利用者数は2000

年のおよそ3億8，750万人から2003年には6億7，570万人一全世界人口の11．8

2）United　Nationes，　E－Co〃〃2εFcθo耀Dεvθ1（～ρ〃zεη’1＠oπ2004，2004．報告は発展途上国

　の開発に与える影響，中小企業のビジネス参入機会の増大，音楽，高等教育などの新

　ネット産業の発展について集中的に論じている。

3）世界のインターネットの普及と電子商取引きの実情や予測，国別地域別分析について

　は次の文献が詳しい。日本情報処理開発協会電子商取引推進センター『海外における

　EC推進状況調査報告書2003』，2004年3月。



電子商取引課税と米欧摩擦，米国売上税収ロス　　（789）－33一

＜表一1＞　世界のインターネット利用者　地域別　2000－2003年 単位：1，000人

2000 2001 2002 2003

世界計 387，532 495，886 209，556 675，678

アフリカ 4，559 6，119 9，988 12，123

アジア 109，257 150，535 211，202 243，406

日本 38，000 48，900 57，220 57，220

ANIEs4 28，455 36，501 39，879 43，363

ASEAN4 9，840 15，883 24，141 26，223

中国 22，500 33，700 59，100 79，500

インド 5，500 7，000 16，580 18，481

　　　　　　　oヨーロツハ 110，824 143，584 176，232 188，997

ラテン・アメリカ 17，673 29，224 42，439 44，217

LANIEs3 10，312 19，060 28，433 28，433

北アメリカ 8，248 156，823 175，110 175，110

オセアニア 285，480 9，601 11，607 11，825

先進諸国 94，352 339，427 388，746 396，754

発展途上諸国 7，700 139，317 209，556 246，290

その他 387，532 17，142 28，277 32，634

出所）UN．，　E－Co脚耀rcθαη4　Dθvθ1（～ρ膨η’R釧or’2004，2004，　table1．2．3．より作成。

注）ANIEs4：韓国，台湾，香港，シンガポール。

　LANIEs3：アルゼンチン，ブラジル，メキシコ。

パーセントーとなり，74．4パーセントもの著増を示した。その58．7パーセン

トは先進工業諸国が占めるが，他方，発展途上諸国は対2000年度比161パー

セント増すなわち2．6倍化の急成長を記録した。ただし途上国の利用者の61，5

パーセントは中国，韓国，インド，ブラジルおよびメキシコのわずか5か国

が占め，NIEs諸国とインド，中国などへの偏在が際立っている（＜表一1＞

参照）。またこうしたネット利用者の増加を支えるネット・ホストも急増し，

2002年のおよそ7，240万から2003年には2億3，320万に達したといわれる4）。

　先進諸国と一部周辺諸国を中心とした急速なネット社会の国際化すなわち

ボーダレス化の進展とそのスピードを象徴する数値である。同時に，こうし

た情報化の進展は，国際的なデジタル・デバイドを拡大し，いわゆる「情報

国家infbstate」との経済発展の格差拡大の要因ともなりつつある。

4）　zZ）’∂：，　P．5．
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【2．先進諸国におけるe一コマースの成長】e一コマースの市場規模に関する

正確なデータは存在せず，その国際的予測は各研究機関・企業によって大き

く異なり，2004年におけるその規模はおよそ2兆3，670～2兆8，100億ドルと

予測されている。そのうちB2B（Business　to　Business）市場規模は，2．3兆ド

ルから時に6兆ドルに及ぶとする推計もあり，十分信頼に足る数値を得るこ

とはできないのが現状である5）。

　こうした中で，＜表一2＞に示したフォレスター・リサーチ（Forrester　Re

search）社による世界の主要国がe一コマース市場に占めるその割合とその変

化に関する調査結果は興味深い。これによれば，アメリカが依然その圧倒的

シェアを誇る中で急速にその比率を低下し，日本の急増と一部途上地域の増

大が特徴となっている。

＜表一2＞　世界の電子商取引きの市場シェア　国別　2002104年　　単位：％

2002 2004

アメリカ 62 48

日本 7 13

ドイツ 5 6

イギリス 4 4

カナダ 3 2

フランス 2 3

イタリア 2 2

オーストラリア 2 3

韓国 2 3

オランダ 1 1

その他アジア・大洋州 3 5

ラテン・アメリカ 1 3

その他 6 7

出所）日本情報処理開発協会電子商取引き推進センター『海外におけ
るEC推進状況調査報告書2003』，2004年，15ページ。

　e一コマースに関する利用可能な統計データは主には主要先進国に限られる

が，合衆国では2002年に全e一コマースの93パーセントを占めるB2Bネット

取引きが，全商業取引きに占めるB2B取引き，すなわち事業者間取引きの

5）日本情報処理開発協会，同前書，14－16ページ参照。
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比率が減少する中でその16．3パーセントを占めるに至った。

　EU15か国では，企業による購入の24パーセント，販売の10パーセントが

e一コマースに拠っており，うち12か国6）では，2001年にはネット販売高は860

億ドル（956億ユーロ）に達し，数値が与えられた9か国7）平均でその64．8パー

セントをB2B販売が占めた。またB2Cが32．8パーセント占める点でもアメ

リカ，日本との相違を示す際立った特徴となっている。ただし，ドイツのe一

コマースの規模が12か国合計のわずか1．8パーセンi・に過ぎず，12か国全体

の29．0パーセント占めるデンマークでは49パーセントをB2C販売が占める

など，突出した数値を示し，各国間の相違も目立っている。さらに，インター

ネットによる情報の交換と非ネット販売の代替分を加えるとEUにおけるネッ

ト販売総額は4，300億ドルの巨額に上るともいわれる8）。

　日本については，2003年時点でのインターネット人口そのものがヨーロッ

パ，北アメリカのおよそ3分の1とその普及が遅れ，むしろ従来から韓国の

方が「ネット先進国」といわれてきた。国際的に見た場合，財政危機とも関

連して公共料金全体の高水準，接続料金の高さがとりわけ個人世帯での普及

の遅れの障害になっていると指摘されてきた。郵政省の集計でもこうした状

況は急速に改善，普及率も急上昇を示した。e一コマースの現状について経済

産業省の調査は2004年度のB2B市場規模を102．7（狭義）～191．0兆円（広義）9），

B2Cのそれを5．6兆円，　C2Cネット・オークションのそれを7，840億円として

6）　Eurostat，　E－Co〃2〃2θrcθ　αη01漉θ　／η∫εrηε”η　Eμrρρθαη　Bzf∫ゴηε∬θ5，2002，　February，2004．

　Tablel．2．ベルギー，ドイツ，デンマーク，ギリシャ，スペイン，フランス，アイルラ

　ンド，イタリア，ルクセンブルグ，オランダ，オーストリア，フィンランド，スエー

　デン，ポルトガル，イギリスの15か国。12か国はベルギ，フランス，オランダを除く。

　これにノルウエーを加えると総額988億ユーロになる。

7）乃観，上記15か国からスペイン，ポルトガル，イギリスを除く。

8）U．N．，　OP．　o菰，　P．xviii．

9）経済産業省は，B2Be一コマースを「狭義」と「広義」に分けて統計を作成している。

　前者は「インターネット技術を用いたコンピュータ・ネットワーク・システムを介し

　て，商取引行為が行われ，かつ，その成約金額が補足されるもの」，後者は「コンピュー

　タ・ネットワーク・システムを介して，商取引行為が行われ，かつ，その成約金額が

　補足されるもの」と定義される。経済産業省「平成16年度電子商取引に関する実態・

　市場規模調査』，2005年，参照。
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いる。1998年のB2Bを8．6兆円，　B2Cを0．6兆円とする「電子商取引（実証）

推進協議会」の調査と比較するとその急速な増加ぶりが目立つ。1°）

【3．合衆国の電子商取引き】　合衆国統計局（US．　Bureau　of　Census）は，

「電子経済」もしくは「インターネット経済」に関わって次の3つをその基

本的定義としている。（1）電子商取引き：コンピュータ・ネットワークを介

在して行われる財もしくはサービスの所有権もしくは使用権を移転するなん

らかの取引きで，オンライン上で財もしくはサービスの一定高が販売される。

「オンライン」の意味は，EDI（Electronic　Data　Interchanges）ネットワー

クのようにシステム上にインプットされた情報と同様に，ネット間（intemet），

ネット内（intranet），ネット外（extranet）の使用を含むものである。（2）イ

ンフラ補完e一ビジネス：e一ビジネスを補完し，電子商取引きを実行するため

に使用される経済インフラで，e一ビジネスおよび電子商取引きに使用される

ハードウェア，ソフトウェア，通信ネットワーク，補完サービスおよび人的

資本からなる。（3）e一ビジネス・プロセス：ある事業組織がコンピュータ・

ネットワークを介在して行う過程で，それはなんらかの営利組織，政府もし

くは非営利組織からなる。オンライン・ビジネスの過程は例えば，購入，販

売，供給管理（vendor　magedd　inventry），生産管理，物流，オンライン・ト

レーニングやリクルーティングなどの通信およびサービス補助などがある。

　電子商取引きを取引主体別に区別すると，B2B（Business　to　Business），

B2C（Business　to　Consumer），　C2C（Consumer　to　Consumer）に分けられる

ことはよく知られている。＜図一1＞，＜表一3＞は2000～2004年のアメリ

カにおけるe一コマースの成長と2001／02年のその内訳を表わしている。ア

メリカにおけるe一コマースはとりわけ製造業と卸売業におけるB2B取引き

においてにおいてその成長が際立ち，総取引高に占めるその割合は各々5～

8ポイントの増加を示した。一部にはB2C取引きの補足率が低いことにも

拠るものと思われるがその結果，2004年には全取引高の10パーセント強がe一

10）本稿の性格上EU，日本におけるその詳細の分析は省く。経済産業省同前書，電子商取

　引実証推進協議会『日本の消費者向けBtoC電子商取引市場』2000年。
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コマースによるものとなる中で，製造業においては23．4パーセント，996億

ドル，卸売業では17．2パーセント，825億ドルを占めるに至り，後者のうち

製造業の販売部門（販売店など）によるものは24．8パーセントとおよそ全販

売額の4分の1がe一コマースによるものになっている。またB2C取引額が

B2B取引額を上回りながら，　e一コマースによるものの比率が低位にとどまっ

ていることはその補足率の低さの表れでもあるが，現実には相当な比率に達

しているものと思われm，後章に見る小売売上税の税収ロスの推計からもそ

れが窺える。

＜表一3＞　アメリカのe一コマース　2001102年 単位：10億ドル

2001 2002

総計 e一コマース 比率（％） 総計 e．コマース 比率（％）

総計 14，585 1，080 7．40 14，675 1，157 7．88

B2B 6，672 1，010 15．14 6，582 1，072 16．29

製造業 3，971 724 18．23 3，840 752 19．58

卸売業 2，701 286 10．59 2，742 320 11．67

B2C 7，913 70 0．88 8，093 85 LO5

小売業 3，157 34 1．08 3，230 44 136

サービス 4，756 36 0．76 4，863 41 0．84

出所）Ibid．　Tablel．10．

出所）U．S．　Census　of　Buraeu，　E－Co〃2〃2θκθR¢ρoπ2004，　M　ay　2006，　Tabie1．10．

　www．census．gov／eos／www／ebusiness614．htm

　＜図一1＞　アメリカのe一コマース　業種別比率の変化
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11）統計局の推計値は2002年のB2Cネット取引額を850億ドルとしているが，全米小売業

　協会の集計では前年比48パーセント増の760億ドルに達したと伝えられる。U．S．　Census

　Bureau，　E－3’o’5，　May　2006，『日本経済新聞』2003年6月3日。
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【4．ITサービス貿易の拡大】　e一コマースの増加がもたらす国際取引上の

重要な影響のひとつがIT関連財取引きとともにIT関連サービス取引きの増

大にある。商務省レポート『デジタル・エコノミー』’2）はIT財貿易の拡大

とともに，ITサービス貿易の拡大に注目している。

　1995年から2002年にかけてアメリカのIT関連財貿易は，輸出が93．2パー

セント増のほぼ倍化を示し1，103億ドルに，輸入が194．0パーセント増のほぼ

3倍化の1，967億ドルに達し，その収支は865億ドルの巨額の赤字を記録，貿

易赤字全体に占める比率も95年の8．9パーセントから17．8パーセントに急増し

た13＞。

　こうしたサービス貿易の財貿易に与える影響以上に重要な変化はIT関連

サービス貿易に対するそれである。なぜならサービス取引きは財取引き以上

にインターネット化が容易すなわちe一コマースの比率が高くなるからに他

ならない。だからこそレポートもその動向に注目しているのであり，アメリ

カの経済構造と，国際取引きそのものの「IT化十サービス化」が問題とさ

れているのである。

　〈表一4＞は同じく1995年から2002年におけるアメリカのIT関連サービ

ス貿易の変化を表わしている。当該期間，サービス貿易は総額152億ドルか

ら202億ドルへと32．9パーセントの急増を示した。とりわけ輸出が財貿易同

様93．2パーセント増とほぼ倍加する中でその収支は5億ドルの赤字から84億

ドルの黒字へと転換，一貫して改善の傾向を示した。こうしたデジタル・サー

ビス貿易黒字の原因としては，マイクロソフトに象徴されるようにOSや付

随アプリケーション，業務用ソフトウェアなど知的財産権を有する無体資産

に対するロイヤルティ・使用料受取りの増大が大きな要因となっている。巨

12）US．　Department　of　Commerce，　Dlg∫’01　Ecoηo〃2ア2003，　December　2003，室田泰弘訳『デ

　　ジタル・エコノミー2004』東洋経済新報社，2004年。

13）乃∫4，Table3．1，邦訳同前書65ページ。　IT関連財はコンピュータ及び周辺機器，半導体

　及びその他電子部品，音響映像機器，IT関連通信機器，　IT関連計測機器，ソフトウエ

　　アを含むその他IT製品からなる。ちなみに，2000年における親会社IT関連財輸出は1，

　321億ドルであったのに対し，MOFA（多数株所有海外子会社）の生産（売上高）は1，9

　51億ドルに達し，後者が前者を上回った。邦訳同書70ページ。
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＜表一4＞　アメリカのITサービス貿易　1995－2002年 単位：10億ドル

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

輸出 7．4 8．2 10．1 12．5 13．7 14．4 14．9 14．3

通信 3．2 3．3 3．9 5．6 4．5 3．9 4．5 4．1

コンピュータ及びデータ処理 1．3 1．6 2．0 1．9 3．3 3．3 3．2 3．0

データベース及びその他情報 1．1 1．2 1．5 1．8 2．1 2．4 2．2 2．4

ソフトウエア・ロイヤルティ
及びライセンス料（非関連会社） 17 2．1 2．7 3．2 3．7 4．8 5．0 4．8

輸入 7．9 8．9 9．6 9．2 83 7．5 6．6 5．9

通信 7．3 8．3 8．3 7．7 6．6 5．4 4．8 4．2

コンピュータ及びデータ処理 0．1 0．3 0．6 0．9 1．0 1．4 1．4 1．0

データベース及びその他情報 0．2 0．1 0．1 0．2 0．2 0．2 0．2 0．2

ソフトウエア・ロイヤルティ
及びライセンス料（非関連会社）

0．3 0．2 0．5 0．5 0．5 0．5 0．4 0．5

サービス貿易収支 一
〇．5

一
〇．7 0．5 3．2 5．4 6．9 8ユ 8．4

出所）U．S．　Dep餓ment　of　Commerce，　D競∫α1　Ecoηo剛200＆2004，　table3－2．室田泰弘

　　訳『ディジタル・エコノミー2004』東洋経済新報社，2004年，67ページ。

額の貿易赤字の対極でアメリカ経済のサービス化を象徴する動向である。

　同時に，本稿では紙幅の関係上詳しくは論じないがこうした「IT化」，

「サービス化」より大きくは「無体資産化」は，「足の速い」短期資本移動の

肥大化＝「ギャンブル資本主義」に象徴される「金融化」と並んで，アメリ

カ経済にとどまらずとりわけ先進諸国を中心に世界経済の極めて重要な変化・

動向であり，そのグローバライゼーション，ボーダレス化を象徴するもので

もあった。こうした傾向は経済社会のボーダレス化それ自体とともに，課税

管轄権間の対抗を生み出し，税制の国際的ハーモナイゼーションを促迫する

重要な要因ともなっていった。

第2章　電子商取引課税を巡る議論とその焦点

【1．OECDにおける議論と消費課税】　IT革命とインターネット取引き

の進展・増大は，それが容易に国境を瞬時にして超えること，その取引き実

態の補足が容易でないことから，とりわけ「消費地課税」を原則とする付加

価値税（value　added　tax），消費税（consumption　tax），売上税（sales　tax）
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などの間接税の徴税におけるコンプライアンスと税制の国際的ハーモナイゼー

ションに関する国際的議論を呼んできた（＜表一5＞参照）。国連，WTOさ

らには民間諸団体における議論もさることながらとりわけ先進諸国間の政策

的調整に関して中心的役割を果たしてきたのは租税委員会をはじめとする

OECD各級会議であった。

　OECDにおける議論の出発点となったのは1997年11月にフィンランドのテユ

ルク行われた非公式会議への事務局報告だった。同報告は，e一コマースに関

する課税問題を税務執行，消費課税，所得課税，移転価格など総合的に最初

に取上げた点で画期的であるばかりでなく，その後の国際的議論に決定的に

重要な影響を及ぼした。その詳細はここでは省くが’4），IT革命の進展が経済

社会の発展に果たす影響を重視し，これを阻害することなく脱税や租税回避

を防止し，課税ベースを確保することを目標としたものだった。とりわけe一

コマースの進展に伴う国際課税問題として消費課税とともに恒久的施設（P

E，Pe㎜anent　Establishment），所得種類，居住地概念，移転価格に対するルー

ルなど従来の国際ルールの大規模な見直しの歴史的出発点としての意味をもっ

た。こうした基本視点はその後のOECDにおける具体化に向けた大前提と

もなった。

　その後テユルク報告を受け各問題ごとにTAG（作業委員会，　Tax

Administration　Group）が設けられ，その検討結果を受けて98年10月カナダ

のオタワで開かれた電子商取引きに関する閣僚級会合でいわゆる『基本枠組

み』が承認された。『基本枠組み』は，「電子商取引きに適用すべき一般原則」

として，中立性，効率性，確実性及び簡素性，実効性及び公平性，柔軟性の

確保を掲げ，各国政府はこうした基本原則に沿って国内法の整備とともにそ

の国際的ハーモナイゼーションに取組むこととなった。

　消費課税に関するその最大の問題は消費地の確定と徴税システムの確立に

あった。2000年には徴税システムに関する4案が提示された。その第1は

「業者登録方式」で購入者が住む国の税務当局が外国業者に登録を求めて取

14）その後の経過や各国の対応を含めて次の文献が詳しい。渡辺智之『インターネットと

　課税システム』東洋経済新報社，2001年。
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＜表一5＞　ネット課税をめぐる国際的動き

年月
国際機

関・US
概　　　　要

1996／7 US
財務省報告書3ε1θ0’ε4乃xPO1砂加ア1θ〃2εη’磁0η8α魔σ10わα1

E1θo〃々oCo〃2〃招πoθ

1997／4 EU
理事会報告書「イニシアティヴ文書」オE〃叩ρθ碗加”α加θ加
E1θc〃0〃たCo〃2〃7θroθ’窃θE〃脚θoηPα〃勧2θ∫α〃4疏8　Co朔c∫1

1997／11 OECD
テユルク会議：「テユルク会議報告書」E1θ6∫roη∫c　Co〃z〃7θrcθ！ηzθ

C肋〃θη965’07hx．4〃〃乃or∫舵30ηげ7厩ノ）の　θπ8

1997／7 US
「ホワイト・ハウス報告書」Frα〃7εwo承ノb7　Gloわα1　E1θoかoη’c

Coη2η7θκθ

1998／10 US インターネット非課税法（1漉rησ㎞Fr6εぬ吻オc∂制定

1998／10 OECD
オタワ会議：「基本的枠組み報告書」E1θo〃厩6　Co灘緋oε’蹴o加η
Fro〃ZθworんCOη6ノ∫’ノ0η3

1998／6 EU EU委員会報告E1θoかoη’c　Co脚2εrcεαηゴ玩4詫o’㎞o”oη

1999／4 OECD TAG（Technical　Advisory　Group）の設置

1999／6 US
電子商取引委員会（Advisory　Commission　on　Electronic　Commerce）

設置

1999／6 EU EU委員会報告加ゴ舵o’7厩α∫’oη研4　E－Co〃7〃2θ7cε

2000／4 US

電子商取引委員会（ACEC）報告Fθ漉r以3磁θ研4五〇6α1αη4
加’εrη厩∫0ηα1τ盗α’∫0η0〃47hrげ乃θα肋θ班げ乃ηη3αC”0〃5　乙魯加9痂θ・伽θ脚ε’αηゴ1沈θ7刀θ’！望coε∬oηゴ0劾θアCo耀ραmわ1ε・肋〃α訂α’θ，

1カ’ε汽∫’σ’〔～OF　1力～（3η2α〃0ηα1301ε8．4C’ハノ”∫θ3

2000／6 US
GAO報告3α1θ37厩θ5∫E1θo170η∫c　Co御耀rcθGrow訪PFθ3甜8
C加〃εη9θ8／RθVθ刀〃θム055θ3！望肥σηCεπα加

2000／6 OECD
理事会文書「電子商取引課税に関する報告書」E1θc醒ηたCo脚τθアoθ

．伽P1ε1ηθη’加90παwo　7hκo’∫oηF旧1ηθwo承r　Coη読加η3

2000／6 EU EU委員会報告Pγρρ03α1／bM　Co朋c’1　D∫rεc”vθ

2000／9 US 売上税単一化委員会プロジェクト設置

2001／1 OECD
モデル条約コンメンタリー改定。租税委員会報告書「事業の中核
的部分としてのサーバーをPEと認定」

2001／2 OECD
TAG，所得種類に関する最終報告R印oπ戸o〃2’加Co－C伽z5げ’加
COη5〃耀ρ加η㎞7セC肋記α1．4ゴV∫3αりノG70μρ

2001／6 US イナターネット非課税法，2006年6月まで延長

2002／5 EU EU指令：域外事業者登録制度

2004／12 US
非課税法再延長（加’θγηθ≠7厩／＞∂η漉80γ∫〃2加α∫’oηオo’｛ゾ2004，2007／11

まで）

2005／2 OECD
報告書E1εcかoη∫oCo〃2〃2ε7cθ’Fαc’1∫’α伽gCδ〃6c〃oη（ゾCoη3〃即∫’oη

7ヒ菰κθ30ηβz43”2ε83’o　Coη3z∫〃2（i～r　C7053一βor4θr五1－Coη7〃7θrcθτ卸αη5αc’∫oη5

出所）各種文献より作成。

引きを把握業者から直接税金を集める方式で，後にEUがこれを導入する

ことになった。第2は「供給国徴収・送金方式」で，販売業者の国の税務当
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局が業者から税金を集め，相手国の当局に送金する方式である。これは後に

見るようにアメリカの州際取引きに関わる売上税（使用税）に関して部分的

な試行が採られた方式であるが，均質で統一的な世界的システムの確立がな

ければ実行可能性が保証されない。第3は「金融機関徴収方式」で代金を決

済するクレジット会社などが買い手から税金を代行して集め，消費者の国の

税務当局に納める方式で，「自己申告方式」は買い手が税務当局に自主的に

納税する方式である。とりわけ申告方式はこれまでも国際的にも国内的にも

とりわけB2C取引きや音楽，映像などデジタル商品の取引きに関する徴税

漏れの原因となってきていることから，EU方式が採用した登録制との併用

を超えるその国際的強制力には大いに疑問が残る15）。

　その後，OECDではガイドライン（案）やモデル租税条約コンメンタリー

の改訂などを通してこうした国際的政策調整に積極的役割を果たし，2001年

には「事業の中核的部分としてのサーバー」をPEと認定し，サーバー設置

場所を所得源泉地とすることとした。しかしいずれにせよ，従来の所得課税

と異なり消費課税そのものの有無，徴税システムやその取扱いが各国によっ

て大きく異なり，その利害が異なることさらには補足が困難なその特徴から

依然としてその国際的で均質なシステムの確立には至っていない。

【2．EUの対応】　とりわけヨーロッパ諸国では連邦税に売上税を有さな

い合衆国と異なり，伝統的に間接税への依存比率が高く，国内的にも国際的

にもネット取引きの拡大にともなう消費課税税収ロスを防ぐことはきわめて

重要な政策課題となった。IBFD（INtmational　Bureau　of　Financial　Documenta．

tion）によれば，2006年におけるEU加盟25か国の付加価値税の平均税率は1

9，4パーセントであるのに対し，EUを除くOECD加盟10か国の消費税等を

含むそれは13．5パーセントである16）。

15）渡辺智之氏は「登録制が唯一の現実性のあるオプション」と評価している。いずれも

　経済活動のボーダレス化の進展に個別管轄権の法制度が「どこかで線を引かなければ

　補足できない」現実社会の申吟の表現である。渡辺智之，前掲書182ページ。

16）10か国は，ノルウェー，韓国，メキシコ，ニュー・ジーランド，日本，アイスランド，

　カナダ，スイス，オーストラリアである。ただしこのうち日本（5パーセント），カナ

　ダ（7パーセント），スイス（7．6パーセント）を除いて他はいずれも10パーセントを超

　えている。
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＜表一6＞ EU主要国の付加価値税収　2004年

　　単位：イギリス100万ポンド，他は100万ユー口，税率％（2006年）

（2）財・サービス課税 （4）所得税 （5）社会保障 〔6）資産税
VAT
税率

（1）総

税収 （2）／（1） （3）VAT （3）／（1） （4）／（1） 費用 （5）／（1） （6）／（1）

一

イギリス 17．5 419，346 134，163 32．0 81，565 19．5 154，183 36．8 78，709 18．8 50，430 12．0

フランス 19．6 722，016 184，717 25．6 119，292 16．5 162，280 22．5 268，035 37．1 54，673 7．6

　

ドイツ 16．0 769，021 224，242 29．2 137，775 17．9 210，200 27．3 313，190 40．7 18，972 2．5

イタリア 20．0 571，171 158，655 27．8 81，515 14．3 179，179 31．4 173，082 30．3 34，959 6．1

出所）税率二Eα帽7Rα盗オ〃舵4’η魏θ漉融θr　3醜θ3　q々舵E“ropθ研Co“捌“ηめ，
　　2006，p．4，税収：OECD，　Rεv6η〃ε3’磁5”c32005，　Table49，50，55，70より作成。

　＜表一6＞は，EU主要4か国の税収に占める主要税目の構成を表わして

いる。表から明らかなように財，サービスに対する間接課税は各国で各々全

歳入の25．6～32．0パーセントを占め，各々16．0～20．0パーセントの税率の

VATは同じく全歳入の14．3～19．5パーセントを占めた。こうした事実は，と

りわけEU諸国でネット取引きの増加による国際取引きの増加にともなう付

加価値課税の徴収原則と徴税システムが問題となる直接的背景であった。他

方，EU域内での各国とりわけドイツとフランスに代表される間接課税シス

テムの歴史的相違は，制度的には大きな相違があるとはいうもののアメリカ

における州際取引きに関わる税制同様，EU統合に向けたその統一と簡素化

に向けた必然的道程でもあった。

　長きに渡る関税障壁の撤廃の歴史を背景とした域内の付加価値税（VAT）

をはじめとする税制の統一を巡る問題を別にすれば，電子商取引きに関わる

EU委員会の対応は1996年のいわゆる『イニシアティブ文書』を嗜矢とする。

アメリカにあってもEUにあっても自国の国際競争力の確保が常に税制論議

の背景にある。同文書は，OECDでの議論に対応するため作成されたもので，

クロスボーダー取引きとりわけB2C取引き中でもアメリカが優位を誇るサー

ビス取引における課税ベースの浸食による国際競争上の不利がその促迫要因

のひとつであったといわれる。

　EUではすでに電子商取引きそのものはVATの課税対象となっていたこ
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とから，問題の中心はEU域外の事業者による域内消費者へのデジタル財の

輸入に対するVATの取扱いにあった。　EUではサービス課税対するVATの

一般原則として「純粋サービス」を除き供給者所在地課税原則が採られ

（EU第6次指令第9条），　e一コマースによるデジタル財の域外への輸出はも

ちろん域外からの供給にも課税されない。そこで『イニシアティブ文書』を

受けて，99年の作業部会報告はOECDのルールに対応すべく音楽，映像，

ゲーム・ソフトなどデジタル財の提供をサービスと規定し，B2Bに関して

は購入者を納税義務者とし，申告・納税義務を課すリバース・チャージ

（reverse　charge）方式とB2Cに関する登録制度の導入を提案した。さらに

2000年にはEU指令改正案を発表し，域内における売上高10万ユーロを超え

る域外事業者に登録制を導入することとした。登録制に基いて域外事業者が

域内最低税率である一律15パーセントのVAT（EU最低のベルギー税率）を

代理徴収し，EUを代理するルクセンブルグ当局に移送するというものだっ

た。EU委員会の提案は消費地税率に従うことなど一部変更され，2002年5

月，登録制などの実施が決定するEU指令（第6次指令）が発布された。

【3．アメリカの対応】　他方e一コマースの先進国であり，ソフト産業に

国際競争力を有し，連邦税に消費課税制度を有さないアメリカの対応はこれ

と異なっていた。アメリカにおける電子商取引き課税に関する最初の政策文

書となったのは1996年の財務省報告書だった。他の諸国に先駆けて提出され

た同報告書は，「当初から，その後の国際的議論に一定の方向性を与えるこ

とを意図して作成された」17）といわれ，電子商取引きとその他の取引きとの

中立性の原則を掲げ，インターネットの技術的特性からソース・ルールにお

ける居住地主義の優位性，サーバーをPE認定することの困難性などを主張

するものであった。その限りでは，ヨーロッパ諸国と異なり居住地主義課税

を原則とし，e一コマースとデジタル産業における国際的優位を誇るアメリカ

からする電子商取引課税に対する公平で簡素な課税制度の必要を論ずる文書

17）渡辺智之，前掲書，143ページ。
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としての性格を有するものだった。

　しかし，翌97年に出された『ホワイトハウス文書』は，インターネット取

引きに対する新税の導入に反対の立場を表明し，その後は一方での税制の国

際的ハーモナイゼーションと，他方で州・各級地方政府が抱える売上税・使

用税問題という国内事情と絡んできわめて複雑な議論の経緯を辿ることにな

る18）。98年には「インターネット非課税法1惚rη8’撫冊θθ40〃M・’σ1998，

ITFA」として著名な新税凍結法が成立し，一方ではネット課税そのものの

是非と国内売上税の一元化に向けた激しい議論が展開されることとなった。

凍結法が対象としたネット課税は，連邦通信税（2002年完全撤廃），ネット

接続課税，ネット取引きに対するビット課税，売上税・使用税などである。

凍結法は，（1）ネット接続に対する新税導入の3年間凍結，（2）電子商取引

きに対する重複的・差別的課税導入の3年間凍結，（3）電子商取引課税諮問

委員会（Advisory　Commission　on　Electronic　Commerce，　ACEC）の設置，（4）

インターネット取引き関税の撤廃に関する国際的合意の形成，を主な内容と

するもので，実質的にはネット接続への新税の導入を凍結し，課税のあり方

と売上税・使用税との政策的調整を図ることを目的としたものだった。

　後に見るように議論の混乱は主にアメリカの国際競争力と産業界内部の利

害対立，州・各級政府の売上税・使用税の課税ベースの縮小による歳入ロス

を巡る対立から来ている。EUのVATが，従来から域外からのサービスや

デジタル財の販売を除いて電子商取引きをカバーしているのに対して，アメ

リカの売上税・使用税が電子商取引きに対して実質的に非課税となっている

という現実の相違とともに，ネット配信業者やソフト関連業者が強力な反対

論を唱え，店舗など多くの物理的施設を有する小売業者や課税ベースの縮小

18）この点に関わって渡辺氏は「課税問題の原則的考えについては，財務省レポートと

　倉amework文書の間に本質的な相違点はない」としているが，にわかには首肯しがたい。

　　同前書144ページ。むしろ，90年代のクリントン・ゴア政権下のいわゆる「インターネッ

　　ト・ハイウェイ構想」を前提として，一方でe一ビジネスにおける国際的主導権の確立

　　を求め，他方で税制に関する国際的ハーモナイゼーションと国内的「異質性の排除」置

　売上税の連邦レベルでの一元化の同時並行的推進を求めた現実的矛盾の表現と理解す

　べきであろう。「インターネット・ハイウェイ構想」については次の文献が詳しい。谷

　　口洋志『アメリカの電子商取引政策』創成社，2000年。
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を憂慮する州・各級地方政府などは公平な課税を求めて「中立性」の確保を

主張する。いずれにせよ，ネット・ビジネスで圧倒的優位を誇るアメリカが

国際的にはOECDでの合意にもかかわらず，現実には電子商取引き課税に

きわめて消極的な態度に終始している現実は否めない。2002年のEUの登録

制の導入に反対し，国連などでEUなどとともに途上諸国から「ネット管理

の公平性」の確保に対しアメリカの実質的独占状態に大きな不満が提出され

るなど，その後国際的対立が拡大されることになった。

第3章　合衆国における小売売上税問題の国際的意義

【1．小売売上税とe一コマース】　合衆国連邦税にはヨーロッパにおける

付加価値税，日本における消費税に該当する間接税はない。それは，州及び

地方自治会の小売売上税（sales　tax）である。それは，付加価値税，消費税

同様課税管轄内での消費，使用に対して課せられ，州内での実質的存在

（substantial　presence）もしくはネクサス（nexus）を有することが課税要件

とされる。「ネクサス」は，国際的な用語でいう「恒久的設備pe㎜anent　est

ablishment」に相当する合衆国税法独特の表現であり，「実質的存在」ととも

に後に見るようにその解釈をめぐって多くの法的係争の要因となってきた。

また，小売売上税が単段階課税システムである点もヨーロッパのVATや日

本の消費税とも異なり，e一コマース課税に関わらず仕入税額控除による事業

態様の区分を困難にし，事業者の競争条件に非中立的要素をもち込む要因と

なってきた。

　また，売上税を補完する制度として使用税（use　tax）があるが，これは

ネクサス基準の曖殊さとも関わり，とりわけ通信販売やネット取引きなど州

外からの遠隔販売（remote　sale）に対する課税問題と関連した制度である。

　他方，インターネットを通じた電子商取引きの急増とりわけ財とサービス

取引きの急増は，これに対する課税を巡る議論を沸騰させてきた。電子商取

引きの成長は州及び各級地方政府の売上税の徴収に関わって，州政府は居住
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者である購入者の他州の配給業者からの購入に課税するが，これらの配給業

者が実質的存在もしくはネクサスを当該州内に有していなければこれらの配

給業者に税の徴収義務を課すことができないことからきている。購入者の協

力を得た販売者による介入的で費用を要する徴収活動なしには，売上税もし

くは使用税には徴収漏れが生ずる。

　合衆国においては売上税が連邦税でなく州税もしくは各級自治体税である

ことから，とりわけ州際取引きに対する売上税問題はそれ自体，国際的取引

きと消費税制に関する問題と同様の意義を有してきた。その意味で，売上税

の徴税システムと税収ロスに関する研究・議論は問題の国際的側面を理解す

る上でも格好の材料となる。

　合衆国においては，＜表一7＞に見るようにアラスカ，デラウェエア（Del－

aware）19），モンタナ　（Montana），ニュー・ハンプシャー　（New　Hampshire）

とオレゴン（Oregon）各州を除く45州とコロンビア特別区（Washington　D．C．），

およそ34州7，600自治体で5～8パーセントの売上税が導入されている。

　1998年における売上税収は全米で1，560億ドルー各級自治体を含むと2，030

億ドルーの巨額に及び，その総租税収入に占める比率は32．9パーセント，独

自財源に占める比率は25パーセント，総歳入に占める比率は18パーセントに

及んだ。連邦税収ではないが総租税収入に占める比率で見る限りEU平均と

遜色ないことがわかる。

＜表一7＞　州政府の売上税依存率　1998年 単位：100万ドル，％

売上税収 対総租税収入上ヒ 対独自財源比 対総歳入比

全州 155，971 32．9 25．0 18．0

アラバマ 1，571 27．4 18．7 12．6

アラスカ 0 0．0 0．0 0．0

アリゾナ 3，050 43．9 36．0 25．8

アーカンソー 1，514 37．3 28．3 19．6

カリフォノレニア 21，302 31．5 26．6 19．2

コロラド 1，531 26．0 18．7 14．0

コネチカット 3，032 32．3 26．5 21．0

デラウェア 0 0．0 0．0 0．0

フロリダ 12，924 57．4 45．4 35．1

19）ただし同州には総受取税（gross　receipt　tax）がある。
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ジョージア 3，993 34．5 27．6 19．8

ハワイ 1，425 44．9 33．2 26．0

アイダホ 653 31．7 23．9 18．2

イリノイ 5，596 28．3 22．5 16．6

インディアナ ，1561） 32．4 24．0 18．4

アイオワ 1，529 31．8 23．1 17．3

カンサス 1，619 34．7 27．3 20．8

ケンタッキー 1，981 27．8 21．2 15．3

ルイジアナ 1，981 32．6 20．6 14．5

メイン 831 35．1 26．3 18．2

メリーランド 2，161 23．5 17．9 13．9

マサチューセッツ 2，963 20．4 15．3 11．5

ミシガン 7，573 35．7 27．5 21．0

、　　　　、

ミ不ソタ 3，244 28．2 23．3 18．2

ミシシッピー 2，035 48．0 37．3 242

ミズリー 2，628 32．0 24．7 177

モンタナ 0 0．0 0．0 0．0

ネブラスカ 920 34．9 25．9 19．0

ネバダ 1，657 53．2 44．7 35．9

ニュー・ハンプシャー 0 0．0 0．0 0．0

　　　　、“　　　　　　　　　　　、“

ニュー・ンヤーンー 4，766 30．5 21．7 16．8

ニユー・メキシコ 1，455 40．7 27．6 20．4

ニユー・ヨーク 7，615 21．1 16．2 9．4

ノース・カロライナ 3，273 23．6 19．1 13．7

ノース・ダコタ 309 28．7 18．8 12．2

オハイオ 5，531 31．4 23．7 17．1

オクラホマ 1，328 25．1 19．3 14．1

オレゴン 0 O．0 0．0 0．0

ペンシルヴァニア 6，313 30．6 23．2 17．1

ロード・アイランド 526 28．9 20．0 13．9

サウス・カロナイナ 2，163 38．1 27．1 18．9

サウス・ダコタ 443 53．1 33．2 21．1

　、テ不シー 4，028 57．6 45．7 28．6

テキサス 12，474 50．6 37．3 26．0

ユタ 1，312 37．5 26．6 19．8

ヴァーモント 195 20．3 13．3 8．9

ヴァージニア 2，225 21．1 14．4 11．5

ワシントン 6，9092） 58．5 46．6 36．2

ウェスト・ヴァージニァ 856 28．4 20．8 13．8

ウィスコンシン 3，047 27．3 21．2 16．8

ワイオミング 335 39．2 22．4 14．4

注1）数値は5億4，700万ドルの法人所得税を含む。
　2）18億5，400万ドルの事業受取税を含む。
出所））乃’4，Appendix】V，Table2．
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　州税収，独自財源もしくは歳入に占める売上税・使用税の比率は州によっ

て相当な開きがある。税収に占める比率で見るとワシントン州の58．5パーセ

ントを筆頭に10州で40パーセントを超える一方，売上税のない5州を除き20

パーセント下回る州はない。総歳入に占める比率においても同じくワシント

ン州の36，2パーセントを筆頭に13州で20パーセントを超えている。

　こうした現実を前提に，域内貿易比率の高いヨーロッパ同様，問題はイン

ターネット取引きの急増による税収漏れの発生とその急増である。無論，こ

こで問題とするネット取引きは主には通信販売同様，遠隔販売（州際取引き）

におけるそれである。売上税に関わる州際取引きとネット取引きに関する確

定的データは存在せず，したがってこれに拠る税収ロスのそれもまた存在し

ない。

【2．GAO報告と税収ロスの推計】　これまで各級の研究機関，調査機関

等によるこれら関連数値の推計がなされてきた。その主要なものを列挙すれ

ば以下のとおりである。

・ U．S．　Advisory　Commission　on　Intergovemmental　ReIations（ACIR），㎞o’ノo刀

　σ」嘘θ競o陀ル徊10孜％π3α1ε5’1994Rεvθ朋θ飾”〃1α’85，1994，

・ Robert　J．　Cline　and　Thomas　S．　Neubig，7乃θ5震y　B　1＞∂’Fα〃加g’〃乃ア5「’α’θ

　α刀4五〇cα1Rθv8例ε8〃セrε〈1∂’5「∫9刀哲oαη4y・吻αo’ε4の功θ1加θFηθ’加1998，

　Ernst＆Young，　Economics　consulting　and　Qualltitative　Analysis，　June　18，

　1999．

・ Austan　Goolsbee　and　Jonathan　Zittrain，‘‘Evaluating　the　Costs　and　Benefits　of

　Taxing　Intemet　Commerce”，ハ励’oηα17厩ノb〃用01，　Sept．1999．

・ Donald　Bruce　and　William　Fox，“E－Coη膨rcθ加劾8　Coη’α’げDθc1加加g

　3嬬θ7厩Bo5θ3”，　University　of　Tennessee　Center　fbr　Business　and　Economic

　Research，　Apr．2000．

・ GAO，　E1εcかoηノc　Co溺駕θκε　Gπow訪∫）アε3εηな　C勿〃8ηgθ5／Rεvθ朋θ五〇∬θ5

　．4泥し勿cθπα加，GAO／GGD／OCE－00－165，　June　30，2000．
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・Donald　Bruce　and　William　F．　Cox，3’α’θαη4五〇〇α130183距x　Rθvθ〃〃θ

　五〇33ε3ノ歩o〃zE－Co〃2〃2θアc〔ヨノ　しφ40’6ゴE3〃〃2α’ε3，　Sept．2001．

　ここでは主に会計検査院（GAO）による2000年の報告書と2001年のD・

ブルース（D．Bruce）等テネシー大学報告書によりながらその概要を検討して

みよう。

　GAO報告書は，（1）インターネットを通じる財とサービスの売上げに対

する課税を遠隔地販売及びイン・ストア販売に関するそれといかに区別する

か，（2）各州はどの程度までそこで提供するサービスを売上税・使用税でま

かなっているか，（3）遠隔地販売（remote　sales）およびとりわけインター

ネット販売によって州政府及び各級地方政府がどれほどの歳入ロスを生じて

いるか，（4）同様にその2003年までの変化予測はどのようなものか，の分析

と検討を課題としている。またブルース等は異なった方法で2001～2011年の

税収ロスを推計している。

　税収ロスが発生する要因は，直接には取引きそのものの補足困難性にある。

したがっていくつかの研究成果はB2Bについては補足率100パーセントすな

わち税収ロスをゼロとしているのに対し，C2CはもちろんB2C取引きの補

足困難が問題である。C2Cについてもネット・オークションなどその可能

性が議論の対象となる取引形態もあるが，本稿では両報告書同様，B2C取

引きを検討の対象としている。

　同時に，取引きの対象となる通信販売では従来主に財取引き（有体資産販

売）におけるB2Cが問題とされてきたが，インターネット取引きの拡大は

従来型の通信販売を一部代替し，さらに拡大する一方，サービス取引きや，

映像や音楽などその他無体資産取引きの補足困難を増加させた。とりわけ

IT革命の進展にともなうネット取引きの拡大がこうした補足困難iな取引き

とその市場の急速な拡大を促してきたことは疑う余地がない。

　売上税は，財およびサービスの販売時点で売上高に対し徴収され，州外遠

隔販売者（out－of－state　remote　seller）に対しては実質的存在もしくはネクサ

スを州内に有する場合には州内の購入者からの使用税の徴収を要求すること
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ができる。使用税はその意味で売上税を補完するもので課税対象となる財や

サービスの使用（use），所有（ownership）もしくは占有（possession）の購

入に対して課せられる（＜図一2＞参照）。州外遠隔販売者が使用税を徴収し

なければ購入者が税の送付を求められる。したがって，後述するように納税

主体をめぐるネクサス基準をめぐって多くの係争が生ずるとともに，他方で

より補足困難性の高い州際取引きの拡大がそうした傾向を増大することに結

びついた。判例では，州外遠隔販売者が課税州に事業のための事務所，場所，

代理人もしくは資産を有する場合にはネクサス基準を満たし，販売者の資産

が有意でない場合にはネクサスとは見なされない。連邦最高裁判決は，州内

購入者との手紙もしくは通信による契約だけではネクサスと見なされない，

とした。他方，事業者は納税額の極小化のために複数の事業体を設立し，イ

ンターネット販売と店舗活動の連動性が高まったが，取引き内容からそれら

の相違を直接補足することはできない。

　上述のACIRレポートをはじめとする各報告書における推計は，きわめて

分散的であり2003年の推計値は最大ブルース報告書の108億ドルからグール

スビー報告書の35億ドルと幅がある。しかしネット販売が急拡大する以前の

1994年の通信販売による売上税収ロスを33億ドルと推計したACIRの推計値

からしてもブルース推計が決して極端なものでないことが理解できる（＜表一

8＞参照）。

　＜図一2＞　売上税・使用税の徴収・納税義務

全取扱業者　　　　　　　　　　　　　徴税納税・義務

ネットを

　含む

遠隔販売

ネクサス

有り

ネクサス

無し
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＜表一8＞　アメリカ州売上税の税収ロス：各機関の推計

ACIR ＊1994年の通信販売によるロス＝33億ドル

Emst＆Young ＊1998年のネット遠隔販売によるロス＝1億7，000万ドル

Goolsbee

＊1998年ネット販売によるロス＝2億1，000万～4億3，000万ドル

→2003年には35億ドルに、B2Bネット・ロスニゼロ
＊B2Bほぼコンフ゜ライアンス確保、ネット・ロス＝1999年12億3，000

万ドル

Bruce
＊B2Bほぼコンフ゜ライアンス確保、ネット・ロスニ1999年12億3，000
万ドル→2003年には108億ドルに

Bruce　lI
＊2001年ネット・ロス70億ドル→2011年292億ドルに
＊コンフ゜ライアンス率：B2B＝88．3％，B2C＝39，9％

Forester ＊1999年のB2Cネット・ロス＝5億2，500万ドル

出所）乃’4，pp．5－6．及びDonald　Bruce　and　William　F．　Fox，3磁θ翻ゴ五〇〇α17厩Rθvθη〃8

　　Lo∬83〃o襯E－Co〃2〃2εrcθ’の4α’θE3’∫〃20’8＆September，2001，　p，6．より作成。

　こうした各種推計を参考にし，独自の算定に基いてGAOは2000年と2003

年における遠隔販売とネット販売による税収ロスを推計している。その際，

（1）遠隔販売高（＝総遠隔販売一非課税販売一非課税事業者による購入・使

用）x税率一販売者支払済税額一購入者支払済税額＝税収ロス，

（2）ネット販売高（＝総ネット販売高一非課税販売一非課税事業者による購

入・使用一その他遠隔販売の代替額）x税率一販売者支払済税額一購入者支

払済税額＝税収ロス，

に基いて推計している。これら推計を販売者ネクサスの所有率，購入者コン

プライサンス率，製品・購入者免税率を各々高い場合と低い場合とに想定し，

高ロス推計と低ロス推計を行っている。こうした高低両推計を行うのは課税

範囲や税率が州によって異なり，例えばほとんどの州で必需品（groceries）

やサービスは非課税であったり，コネチカットでは店舗販売の新聞は非課税

だがデジタル新聞は課税対象になるなど販売方法の相違や税率への影響を正

確に算定することが出来ないためである。

　＜表一9＞は，こうしたGAOの試算による2000年と2003年における州レ

ベルでの州際取引きによる売上税収の税収ロスとそのうちネット販売による

それを示している。これに拠れば2000年には低シナリオでは総計28．1億ドル

の税収ロスを生じ，そのうち2．7億ドルがネット取引きによるものであり，
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＜表一9＞　売上税収ロスの推計　2000／2003年　　単位：州・地方合計，100万ドル

低シナリオ 高シナリオ

全州際取引き うちネット取引き 全州際取引き うちネット取引き

2000年 2003年 2000年 2003年 2000年 2003年 2000年 2003年

アラバマ 58 144 5 19 167 415 54 184

アラスカ 1 2
1） 1 6 13 2 8

アリゾナ 52 130 5 18 169 420 58 191

アーカンソー 29 67 2 8 84 200 25 85

カリフォルニア 298 686 23 86 1，446 3，650 533 1，720

コロラド 52 130 5 18 159 394 56 181

コネチカット 61 150 5 20 191 466 62 205

テ“ラウェア 0 0 0 0 0 0 0 0

コロンビア特別区（DC） 13 37 2 6 48 128 21 66

フロリダ 120 321 13 48 503 1，279 179 595

ンヨーンア 80 200 7 28 270 675 95 312

ハワイ 12 30 1 4 38 91 12 39

アイダホ 11 28 1 4 33 82 11 36

イリノイ 117 298 13 44 545 1，389 212 671

インディアナ 52 134 5 19 177 444 62 204

アイオワ 26 64 2 9 94 230 31 103

カンサス 31 81 3 11 94 253 31 111

ケンタッキー 43 105 4 14 135 333 45 150

ルイジアナ 77 191 7 26 237 593 81 270

メイン 13 34 1 5 41 103 14 46

メリーランド 65 154 5 20 199 472 60 199

マサチューセッツ 66 172 6 25 221 574 83 274

ミシガン 109 276 10 39 343 882 125 415
、　　　　、

ミ不ソタ 49 129 5 19 192 489 72 232

ミシシッピー 34 86 3 12 99 246 32 109

ミズリー 65 164 6 23 205 512 69 232

モンタナ 0 0 0 0 0 0 0 0

ネブラスカ 22 52 2 7 67 164 22 73

ネバダ 21 57 2 8 77 199 29 95

ニュー・ハンプシャー 0 0 0 0 0 0 0 0

一 ユー°ンヤーンー 101 256 10 37 346 879 130 419

ニュー・メキシコ 21 51 2 7 65 158 21 70

ニユー・ヨーク 196 521 22 81 889 2，339 357 1，155

ノース・カロライナ 62 166 6 25 231 593 84 279

ノース・ダコタ 7 17 1 2 21 50 7 22

オハイオ 108 286 11 43 375 955 141 454

オクラホマ 48 121 4 16 137 343 45 154

オレゴン 0 0 0 0 0 0 0 0

ペンシルヴァニア 102 281 12 45 381 1，012 156 505
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ロード・アイランド 12 30 1 5 40 101 15 48

サウス・カロナイナ 36 93 3 13 114 276 36 120

サウス・ダコタ 7 19 1 3 26 62 8 27
一　　　　、　　　　、

ア不ンー 50 139 6 22 239 606 85 282

テキサス 252 655 26 96 922 2，466 342 1，125

ユタ 18 47 2 7 65 162 23 75

ヴァーモント 7 16 1 2 19 46 6 20

ヴァージニア 47 123 5 18 175 458 69 224

ワシントン 82 213 8 30 284 712 98 326

ウェスト・ヴァージニァ 21 52 2 7 62 147 18 62

ウィスコンシン 51 126 5 17 173 424 58 190

ワイオミング 6 14 1） 2 18 45 6 21

合計 2，811 7，148 271 1，019 10，422 26，530 3，781 12，384

注）1）50万ドル未満。
出所）GAO，　gρ．o’ご．，　Appendix　V　Table1，2．

高シナリオでは総計104．2億ドル，うちネット取引きによるものが37．8億ドル

に及ぶとされている。さらに2003年には低シナリオで各々71．5億ドル，10．2

億ドル，高シナリオでは各々265。3億ドル，123．8億ドルの巨額に達するもの

と推計されている。2003年高シナリオにおける税収ロスの最大5州はカリフォ

ルニア36．5億ドル，テキサス24，7億ドル，ニュー・ヨーク23．4億ドル，イリ

ノイ13，9億ドル，フロリダ12．8億ドルとなっている。

　またテネシー大学D・ブルース等のネット取引きのみに関する最新の推計

に拠れば，2001年に総額7，546億ドルに上るe一コマースによる州・地方全体

の税収ロスは70億ドルだったが，2011年には総額6兆942億ドル，税収ロス

は292億ドルに上ると推計されている（＜表一10＞＞。ちなみに，同期間のコ

ンプライアンス率（免税対象取引額と納税済取引額の合計が取引額に占める

比率）は，B2Bでは2001年の76．0パーセントから2011年には88．3パーセント

に，同じくB2Cでは26．3パーセントから，39，9パーセントにそれぞれ上昇す

るものとされている。それでもB2Cにあっては6割が非課税となっているこ

とに留意が必要である。
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＜表一10＞　ネット取引によるアメリカの税収ロス推計　2001－11年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：州・地方計，10億ドル

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

B2B 698．8 1，137．9 1，778．2 2，628．6 3，284．6 3，916．2 4，459．3 4，897．3 5，247．1 5，536．4 5，790．5

B2C 55．8 87．5 127．4 173．9 230．6 257．5 276．6 289．0 296．6 301．1 303．7

合計 754．6 1，225．5 1，905．6 2，802．6 3，515．2 4．1737 4，735．9 5，186．3 5，543．7 5，837．5 6，094．2

税収ロス対象
ネット取弓1き

208．5 297．2 411．4 555．2 647．3 709．2 755．7 790．3 817．3 840．0 860．5

州・地方税収

ロス
7．0 10ユ 14．0 18．8 22．1 24．2 25．7 26．9 27．8 28．5 29．2

注）税収ロス対象取引額はB2BとB2Cの合計額から非課税対象B2B，　B2C及び課税
　　済対象額を差引いたもの。
出所）Donald　Bruce　and　William　F．　Fox，（～μc肱，　p．6．

【3．州際取引きとネクサス基準】　国際租税における共通用語としての

「PE基準」と異なり，合衆国の州際取引きについては売上税徴収の執行基準

として独自の「ネクサス基準（実質的関連もしくはネクサスの存在substan－

tial　presence　or　nexus）」が採られている。「ネクサスなくして課税なし」と

の言葉（法）と現実の距離それ自体が内包する矛盾でもあるが，現実には通信

販売等，店舗，倉庫，代理人などが存在しない州際取引きに対する売上税の

徴収漏れは従来とも合衆国における懸案であり，ネット取引きの増大はデジ

タル商品の増加・氾濫とともにその深刻さを増してきた。

　合衆国憲法第1条の商業条項（Commerce　Clause　of　Article　I）と修正憲

法14条適正執行条項（Due　Process　Clause）は，非居住者と州際取引きに直

接的制限を加えてきた。最高裁判例は，州政府と納税者または販売業者との

「十分な関係suf行cient　comectionの存在」をその要件として求めてきたし，

適正執行条項は外国との取引き，州際取引き，ネイティブ・アメリカンとの

取引きについて課税による取引制限を禁止もしくは制限してきた。適正執行

条項に関する最高裁判例は，「州税は，それが課税州内に実質的関連もしく

はネクサスを有する場合の州際取引きに適用するに当たって過度な負担となっ

てはならない」旨決し，公正な責任関係apportioned，州際取引きに対する

非差別的取扱い，州政府の提供するサービスの公平な享受を求めている2°）。

20）　Co凋ワ1θ≠ε∠4〃’0　7ンαη3〃Zηc．　「此　βrαの，　1977．
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　また，州と課税対象となる個人，資産もしくは取引きの「最小限の関連も

しくはネクサスminimum　connection　or　nexus」の必要は他の判例でも明示

されてきた21）。

　州際取引きと売上税に関する原基的基準を示した典型的ケースとして，①

ナショナル・ベラス・ヘス社ケース（No〃oηα1　、8θ〃α3　Hε33　・レ．　1）βρoア吻θ漉qブ

Rεvθη〃εげZ1伽oな，1967），②クイール社ケース（g〃〃1　Coψ軌N・肋

Doんo畝1992）他幾つかのケースがあることはよく知られている。

　ベラス・ヘスはミズリー州に本拠をもつ通信販売会社で，イリノイ州にい

かなる有体資産，不動産も人を雇用する直販店も有さず，同州で販売したり

注文をとる販売代理人も有さず，ミズリーを拠点に2年間に渡り全米からの

カタログ注文と郵送もしくは通常の輸送手段によって商品を販売してきた。

　イリノイ州政府は，州内で使用する財の使用税の徴収を要求し提訴，州最

高裁で勝訴したが，連邦最高裁で判決は逆転され，「州際取引きに対する課

税は州政府によって提供される保護の費用にみあう公正な負担を求める場合

にのみ正当化される」ことを根拠に州政府の主張は憲法違反とされた。この

判決では憲法上の両条項の類似性が根拠とされた。他の判例においても，州

と個人，資産もしくは取引きとの問の最小限の関連の存在を求めており，州

外の販売者が個人に単に郵便か通常の輸送手段で販売しただけの関係で税徴

収を認められたケースは皆無である。しかし，こうした場合に税収漏れが発

生することもまた現実である。

　クイールは，イリノイとカリフォルニアとジョージアに事務所と倉庫を有

する通信販売会社で，ノース・ダコタにはいかなる有体資産も有さず，人も

雇わず，定期刊行物やカタログで事務用品を販売していた。2億ドルを超え

るその年売上高のうち100万ドルが約3，000のノース・ダコタの顧客に，全て

を州外から郵送または通常の輸送手段によって販売された。同じく州政府が

使用税の徴収を求めた裁判で，第1審の裁判ではベラス・ヘス同様憲法違反

とされたが，憲法両条項の相違から州最高裁で判決は逆転された。その根拠

21）　ル猷〃〔～rβro’乃（ヲr3　Co．　「匿　漁リノ1αη61，　1954．
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は，（1）市場の経済状況が両者では異なることすなわち通信販売は1967年に

はわずかな市場であったが，1989年には1，833億ドルの巨大市場に成長して

いること，（2）法的環境そのものが変化しており，①商取引条項はもはやベ

ラス・ヘス・ケースのように物理的存在としてのネクサスだけでは不十分で

あり，②従前の判例時点とは異なって適正執行条項に関する要件はもはや最

小限関連とネクサスの設置は別の要件ではない，ことにあるとされた。ここ

でいう関連要件は「州政府が何らかの収益を期待しうる保護や機会，ベネフィッ

トを提供しているか否か」であり，州はクイール販売品の重要を生む環境を

創り市場を保護する法的保護を行い，年間24トンものクイールのカタログや

ビラを州内に配布させたことがこの要件に該当するものとされた。

　連邦最高裁はふたたび州際高裁判決を逆転し，後者が州使用税の強制的徴

収義務を否定した点については同意した上で，州際取引きへのその強制は違

憲である旨判決した。両条項は常に厳密に区別されるとは限らないが，両条

項は憲法上異なった規定で，分析的に区別されるべきものとされた。また連

邦最高裁は，ネクサスは適正執行条項にいう物理的存在と同義ではなく，従

来の解釈を変更するものではないことに州最高裁に同意しつつベラス・ヘス・

ケース以後25年間にわたって実質的に改善されてきた旨指摘し，関連要件は，

被告納税者が課税管轄権と，民事的に公正な関係と実質的正義の伝統的認識

に反しないような最小限の契約を有しているか否かにあるとした。この意味

ではクイールはノース・ダコタに広範で継続的な顧客獲得を行っており，適

正執行条項要件を十分に果たしている。対照的に連邦最高裁は，ベラス・ヘ

ス・ケースでは商業条項における物理的存在要件を基準に判決し，実質的ネ

クサスの不存在の仮定から判断したのは明解で，同様にこの意味でクイール

への税徴収の義務の強要は違憲であるとされた。

　いずれにせよ他の各級裁判所における諸判決においても，その判決は入り

乱れてきた。それは何よりも課税管轄権を超える州際取引きの補足困難から

来ており，それはまたコンプライアンスの困難の別の表現でもあった。コン

プライアンスの程度は常に「店舗販売〉有ネクサス遠隔販売〉無ネクサス遠
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隔販売（ただし無ネクサスB2B＞〉無ネクサスB2CC）」の関係にある。遠

隔販売が国際取引きに拡大され，インターネット取引きに代替される比率が

高くなればなるほどこうした傾向はよりいっそう強くなる。

　一方で国内的には税収ロスが問題とされ売上税の簡素化・一本化を目指す

連邦政府の取組みは挫折を繰り返し，他方で国際的には一旦「簡素で公平な

電子商取引課税」合意したにもかかわらずその導入を巡ってはとりわけEU

諸国との対立を極めてきた。「ネット先進国アメリカの申吟」はあたかも，

かつて自ら提唱したのハバナ憲章＝WTOの設立が国内的利害の対立から議

会によってその批准を拒否された歴史を思い起こさせる。

【4．7欲肋θdo〃7、40’の行方】　OECDでの合意を受けて合衆国政府は，

国内的な制度の整備に向け，一旦はいわゆる「インターネット非課税法」を

導入した。それはあくまでACECによる国内的な政策調整が終了するまで

新たな税制の導入を禁止する時限措置だった。

　ACECは2000年4月，最終報告書を提出した22）。その主な内容は，（1）e一

コマースに関する現行の多角的及び差別的新税導入モラトリアムの延長，

（2）州及び地方自治体の現行売上税・使用税の1本化の促進，（3）デジタル

財および同様の非デジタル財に対する売上税導入の禁止，（3）例えば売上税

の当該州当局への仕送りなしに返品や修理ができる様にする等，州外配給業

者に州内での追加的活動の管理を認めるためのネクサス定義の修正，を提案

するものだった。

　しかし，ネット取引きの拡大からくる州・地方の課税ベースに関する危惧

から委員会では3分の2の承認を得られず，議会への公的提案としては承認

されなかった。2003年3月にダラスで行われた最終会議は電子商取引課税に

対するアメリカの申吟を象徴する会議となった点で有名である。強硬な非課

税論者であるギルモア委員長（J．Gilmore）の下，19人のACEC委員のうち

22）ACEC，　Fε4θ70ゐ3’α’θαη410cα1α刀4ノ〃彪㍑α1∫oη01’αxα”oηαηゴ’o「げ”θα吻θη’（～プかαη5αo”oη∫

　〃∫’η9吻甜θFηθ’0η6傭θアηθ’00Cε∬0雇0伽r　oO〃脚70ゐ1θ∫ηか05’α’ε，∫η’ε光∫’α陀OF

　’躍θ脚α”oηα1501θ∫αo’1v∫’1θ＆Apr．2000．
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＜表一11＞　2000年4月以後のネット課税を巡る動き

2000／4／7 全米小売業協会：公平な課税を求めて議会内で集会。

2000／5／10 下院：凍結法の5年間延長可決。

2000／6／8 EU委員会VAT課税案公表：欧米間の摩擦激化必死
2000／7／19 次期商務長官会見：「ネット売上か税の是非，連邦政府介入せず」。

2000／7／26 財務服長官講演：EUの電子商取引VAT導入に懸念表明。
2001／1 OECD租税委員会：登録制導入で日米欧合意。

2001／6／15
WTO：ネット課税ルール作りに着手。欧米間の対立［デジタル・コンテ
ンツはモノ（米）かサ叱“ス（EU）か］。

2001／7 WTO：一般理事会議長［中間報告］一ネット課税2003年まで課税せず。

2001／9
ネット課税法案出そろう：接続税凍結法案，同恒久化法案，売上税簡素
化法案など。

2001／10 テネシー大調査報告二2002年e一コマース売上税税収ロス推計一133億ドル。

2001／11／29 凍結法延長決定。

2002／2／8 財務副長官声名：EUのネットVAT課税導入に反対表明。

2002／2／12 EU：ネットVAT課税導入決定。
2003／2 新聞報道：大手小売8社，37州と売上税・使用税の代理徴収合意。

2003／2 イリノイ州：ウオルマートなど6社にネット販売の売上税求めて提訴。

2003／4
全米ダイレクト・メール業協会：ネット販売売上税導入反対表明，テネシー

大調査を過大評価と批判。

2003／5 米政府：凍結法の延長，議会に要請。

2003／6 全米小売業協会：2002年度ネット販売高前年比48％増，760億ドルと発表。

2003／10 ネット管理に関する南北間の対立表面化。

2004／4／29 上院：ネット接続4年間課税禁止法可決。

2005／5 税制改革諮問委員会：所得課税，売上税改革案検討開始。

2005／9
EU：国連でIPアドレスの公平割当などネット多国間管理提唱，米との
対立鮮明化。

2005／10 税制改革諮問委員会：連邦売上税導入見送り決定。

2005／11／4 国連情報社会サミット：ネット多国間管理協議先送り決定。

出所）新聞報道などから作成。

全米知事会議会長は新税の導入を支持し，3人の政府委員は州政府代表など

の意見が十分反映されていないことを批判するなど，「電子商取引非課税派」

と「売上税改革派」23）の対立が表面化，結局正式な議会提案としての成立要

件たる3分の2の賛成を得られなかった。結局，統一的見解を提出すること

が出来ず，その後の議論に任されるところとなったのである。

　その後，2001年には凍結法が延長され，売上税の一元化に向けた委員会が

23）吉田倫子「電子商取引課税の現状と問題点」，立命館大学社会システム研究所『社会シ

　　ステム研究』第3号，2001年，64ページ。委員会における議論とその背景については，

　　谷口洋志前掲書が詳しい。参照されたい。
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設置されるなど，対外的にはEU諸国，途上諸国とのとの対立を深めながら，

国内消費課税システムの抱える問題と地方税収問題の解決に焦点が移ってい

たのはすでにみたとおりである。とりわけEUとの電子商取引課税を巡る対

立は，一方ではOECDにおける合意とハーモナイゼーションを促進しなが

ら，農産物摩擦，航空機摩擦と並んで今日における欧米間のもっとも重要な

国際的摩擦事案となったことは確かである。

おわりに

　2003年2月18日付け『「日本経済新聞』は「事実上非課税から転換」と題

して，ウォルマート，トイザラス，ターゲット，バーンズ＆ノーブル，ボー

ダーズなど大手小売業8社のネット販売子会社が37州の徴税主体7，400以上

と，徴税当局が関連訴訟を起こさないことを条件に使用税の徴収代行に合意

した旨伝えた，いわばEUが提唱した登録制による域外取引代理徴収方式の

試行的採用である。アマゾン・ドット・コムは非課税扱いを続けるとのこと。

「ネット課税を導入すればマイクロ・ソフトはカリブ海へ本社を移す」とは，

反対論者の常なる言葉である。現に一部デジタル・コンテンツ・サービス会

社が複数国の子会社にサーバーを移してもいる。電子商取引き課税を巡る問

題は，近代租税国家が本質的に抱える「直間矛盾」＝直接税と間接税の「対

抗」の問題でもある。支出税への一元化さえ議論の姐上に上る中で，ネット

社会の到来に振り回される人類社会の申吟が聞こえるが如くである。その先

は均質世界の到来による「ネット社会の安楽死」なのだろうか？

　企業活動のボーダレス化の進展は必然的に「近代租税国家」の課税管轄権

との衝突，「税の空洞化」を促進し，世界的規模での「国境を超えた納税協

力」の必要性を増大させる。IT革命の進展とネット・ビジネスの拡大はい

やが上にもこうした傾向を極限にまで推し進める可能性を秘めている。

　連邦税に売上税に相当する間接税を有さない合衆国においても，州際取引

きを巡る売上税・使用税の徴収システムの確立とe一コマース課税を巡る問
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題はまさしくこうした国際問題のそのまま縮図に他ならなかった。「公平で

簡素な税制の国際的確立」とこれを求める国際的政策調整の過程はまた，人

類社会が「近代租税国家」の限界を乗り超えるための新たな挑戦のひとつに

他ならない
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